
今
後
、
公
的
年
金
を
受
給
す
る

高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
増
え
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
公
的
年
金

受
給
者
の
納
税
の
利
便
性
を
向
上

さ
せ
る
た
め
に
、
地
方
税
法
が
改

正
さ
れ
、
公
的
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
（
天
引
き
）
制
度
が
設
け
ら

れ
ま
し
た
。

次
の
1
〜
4
す
べ
て
に
当
て
は

ま
る
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

1
平
成
21
年
４
月
１
日
現
在
で
、

65
歳
以
上
2
平
成
20
年
１
月
１

日
〜
12
月
31
日
に
、
公
的
年
金

な
ど
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
③

一
つ
の
年
金
で
、
年
額
18
万
円
以

上
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
④
介

護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
て
い
る
。

公
的
年
金
な
ど
の
所
得
に
か
か

る
市
民
税
・
県
民
税
（
「
所
得
割

額
」
と
「
均
等
割
額
」）
で
す
。

「
平
成
21
年
度
の
納
付
方
法
」

と
「
平
成
22
年
度
以
降
の
納
付
方

法
」
は
、
次
の
通
り
変
わ
り
ま
す
。

■
平
成
21
年
度
の
納
付
方
法
（
¡
）

ま
ず
、
６
月
・
８
月
に
、
年
税

額
の
４
分
の
１
ず
つ
を
、
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付
し
て
い

た
だ
き
ま
す
（
こ
れ
は
、
今
ま
で

と
同
じ
方
法
で
す
）。

次
に
、
10
月
・
12
月
・
翌
年

２
月
の
年
金
支
給
時
に
、
年
税
額

か
ら
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で

納
め
る
額
を
差
し
引
い
た
額
を
、

３
回
に
分
け
て
天
引
き
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

■
平
成
22
年
度
以
降
の
納
付
方
法

（
™
）ま

ず
、
４
月
・
６
月
・
８
月
の

年
金
支
給
時
に
は
、
前
年
の
10

月
・
12
月
・
翌
２
月
と
同
じ
額
を

天
引
き
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
は
、
市
民
税
・
県
民
税
の

税
額
を
決
定
す
る
の
が
６
月
の
た

め
、
前
年
度
の
後
半
の
金
額
と
同

じ
額
を
暫
定
的
に
天
引
き
す
る
も

の
で
す
。
こ
れ
を
仮
徴
収
と
い
い

ま
す
。

次
に
、
10
月
・
12
月
・
翌
年

２
月
の
年
金
支
給
時
に
は
、
年
税

額
か
ら
仮
徴
収
し
た
額
を
差
し
引

い
た
額
を
３
回
に
分
け
て
天
引
き

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
を

本
徴
収
と
い
い
ま
す
。

Á
市
民
税
課
1(

632)

２
２
１
６
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◎道路に看板などを置いてありませんか 道路上に、のぼり旗やたて看板、置き看板などを設置すること
は規制されています。これらの物が倒れて通行人がけがをしたり、また、車の視界をさえぎって交通事故
が起きるなど思わぬ事故が発生したりすることがあります。通行人や車両の安全を守るため、道路上にこ
れらのものを設置している人は、至急、撤去してください。Á宇都宮土木事務所1(626)3157

な
ぜ
納
付
方
法
が

変
更
に
な
る
の
で
す
か

対
象
は

ど
の
よ
う
な
人
で
す
か

天
引
き
の
時
期
と
納
付
方
法
は

ど
の
よ
う
に
な
り
ま
す
か

天
引
き
の
対
象
と
な
る

税
額
は

公
的
年
金（
　
　
　
）か
ら�

市
民
税
・
県
民
税
の
特
別
徴
収�

（
天
引
き
）が
始
ま
り
ま
す�

平
成
21
年
10
月�

支
給
分
　�

¡平成21年度の納付方法　　（例）年税額が24,000円の場合

納付方法 納付書または口座振替で納付 年金からの天引き（特別徴収）

納付月 平成21年6月 平成21年8月

税　額

6,000円 6,000円

年税額の4分の1

年税額（24,000円）の半分（12,000円）を

2回に分けて納付

年税額の4分の1

平成21年10月 平成21年12月 平成22年2月

4,000円 4,000円 4,000円

年税額の6分の1

年税額（24,000円）の半分（12,000円）を

3回に分けて天引き

年税額の6分の1 年税額の6分の1

™平成22年度以降の納付方法　　（例）年税額が24,000円の場合

納付方法
年金からの天引き（特別徴収）

納付月

仮　徴　収

税　額 前年の10月・12月・翌2月と

同額を天引き

本　徴　収

10月 12月 翌年2月

4,000円

年税額（24,000円）から仮徴収で天引きした
額（12,000円）を差し引いた額（12,000円）
を３回に分けて天引き

4,000円 4,000円

4月 6月 8月

4,000円 4,000円 4,000円

平成21年10月から天引きが始まります。

現
在
、
公
的
年
金
な
ど
に
か
か
る
市
民
税
・
県

民
税
は
、
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
め
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
が
、
平
成
21
年
10
月
の
年
金
支
給
時

か
ら
、
市
民
税
・
県
民
税
を
公
的
年
金
か
ら
天
引

き
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
納
付
方
法

の
変
更
で
す
の
で
、
新
た
な
税
負
担
を
伴
う
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。


